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品質に関するリーダーシップ・グループ（レグ：LEG:LeadersbipGroup)から

の要約報告

１．序

われわれは過去２０年間にわたって，社会における品質革命を目撃してきた。成功した

組織は，事業を継続するためには，継続的な改善が必要なことを確認している。改善は変

化を意味する。そして，成功した組織は，組織の変化を助ける手段を開発してきた。統計

組織も例外ではない。統計機関もまた，管理のスタイル，顧客本位，従業員のエンパワー

メン卜，科学的アプローチ，変異の理解とその原因の繊別，チームワーク，および実験，

といった要因に関わる多くの品質戦略を実施しなければならない。重要な概念としての品

質は，統計組織にとって新しいものではない。正磁性という点での品質は絶対的であり，

統計がすべて関わっているのはこの点の一部である.統計組織で働いている多くの人々は，

典型的には推定値の平均平方娯差として定義される正確性を越えて品質を改善することに

焦点をあてる必要を評価するという問題をかかえてきた。しかし,他の事業と同じように，

統計組織は，品質のより広い定義をもって作業する必要がある。というのは，統計の利用

者は,平均平方誤差以外に関心を持っているからである。利用者はまた,程度は異なるが，

可能な限り費用をすぐなくして，適合的で，速報性を持ち，一貫した，アクセス可能で，

比較可能なデータを必要としている。

１９９９年に，スウェーデン統計局は，ヨーロッパ統計組織（ESS:EuropeanStatisticcal

System）における品質の改善を狙って，品質におけるリーダーシップグループ

（LEC:LeadershipGroup）を設置することを提案した．ＥＳＳは，EurostatおよびEurostat

と連携した各国統計機関（国家統計機関)，すなわち，ヨーロッパ連合における政府統計の

生産に責任を持つ機関からなる。国家統計機関は，国ごとに異なって組織されているが，

表現を簡約化するために，われわれは，幾つかの国や幾つかの地域で，政府統計を生産す

る責任が他の機関や組織に分散していたとしても，１つの国について１つの国家統計機関

と言うことにする。提案では２つの問題を明白に述べている。すなわち，総合的品質管理

(TotalQualityManagemcnt)の哲学，および現在の最善の方法（CBM：CurrentBest

Methods）である。スウェーデン統計局は，ここ数年間，この分野で精力的に作業してきて

おり，他の諸国もまた，これらの領域に関心を示した。しかし，この提案の主な狙いは，

LECにその課題をもっと詳細に規定させて,ESSに対してその品質作業に関するいくつかの

勧告を用意することであった。ＬＥＧは，この提案のときに，国家統計機関やEurostatにお

いて品質作業の完備された全体的叙述が無かったので，比較的漠然とした使命を与えられ

ていた。ＬＥＧは，グループ内および他の諸国との討雛にしたがって，そして国家統計機関
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とEurostatにおける品質作業を収集した後に。問題の選択を行うべきと感じられた。ＬＥＧ

の使命には,最終的要約報告での主要なファインデイングの編集も含まれていた。

ＳＰＣは1999年３月１１日のブリュッセルでの会合で上に概略を述べた方向にそって品質

についてのＬＥＧを股圏することを決定した。ＬＥＣは２０００年５月３１日にオボルトで中間報

告を用意した。ここで，2001年５月14-15日のストックホルムで開かれる予定の政府統計

における品質についての国際会議で，最終報告の草案を提示すべきことを決定した。この

ことは，勧告や他のファインデイングについて広範な国際的な聴衆が討議し，政府統計に

おける品質についてのその他の論文も提示されることを可能にした。

LECは９回の会合を持ち，次の問題に関する背景となる章を作成した。

・品質のフレームワーク

・８つのLEG諸国と８つの他のいわゆる「ネットワーク」諸国での品質作業の

状況

・品質と利用者

・ヨーロッパ統計制度の強さと弱さ

・データの品質

.異なる品質管理モデルとその相互関係

・評価道具

・現在の最善の方法と最小限基準

・文番化

・情報の配布

・国家統計機関における品質管理モデルの実施

その作業の過程で,LECは，ＥＳＳが品質関連事項に関する作業の方法に関する共通の一連

の価値と考えに同意する必要を感じた。いくつかの国家統計機関は自らの品質作業に閲す

る政策的声明を発表しているが，ＥＳＳ全体に行き渡った声明はない。LECは，そういった共

通の一連の価値や考えに対する概念としては，政策はあまりにも強すぎると考えた。その

代わりとして，ＬＥＧは，課題の声明と，ＥＳＳにおける品質作業に対する幾つかの原理と価値

を伴ったＥＳＳの見通しからなる品質宣言の草稿を作成した｡ＬＥＧはＳＰＣがこの宣言に署名

することを提案した。もちろん，この宣言は，ときとともに，改訂されるものと理解され

ている。

背景諸章は上に注記した会議で討議された。この要約報告と品質宣言は，この会識に先

立つ商いレベルの会合で３１砿された。すべての文'1}はその後攻fＷされ，ＬＥ(ｊのjlk終又JIFは

５つの部分から成ることになったへすなわち，(1)要約報杵，(2)品質宣言（付録１），(3)LEG

の勧告の実行を調整する課題を持つ実施グループに対して提案された委任事項（付録２），
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(4)別個のＬＥＧの勧告リスト（付録３１（５）リストしたトピックスをとりあげた詳細な背殿

諾意⑥後者は，別個の苫物にまとめられるだろう、

ＬＥＧの委員長をスウェーデン統計局が引き受け，他のＵｉＧメンバー諸国は，フランス．

ドイツ，イタリア，ギリシャ，オランダ，ポルトガル，イギリスであった.Eurostn1から

２名が出席した．その他のＥＵ諸国は，ノルウェイとアイスランドとともに，２０００年10月

に開かれたＬＩｉＧセミナーでｷ【】談を受けた「ネットワーク」を形成した．ネットワーク諸国

はまた，ＬＥＧの作業をさらに継続的に＝メントする機会を持った．これら諸国の慨報源泉

は，LECの会合の識巾録と】0月のセミナーからの対離であった‐

2．委任p1F項

LECの最初の仕蛎は委任事項を定めることであった‐それらは，

－品質問題を検討するフレームワークをたてる二と

－検討されるべき菰要な要素を認定すること

－ESS内のそれら要索の状況についての惜報を獲得する二と

－国家統計機関と厩Ｓで改善をどう行うことができるかを例を持って示すこと

－ESSに対して将来の行動を提案すること

ＳＰＣがＬＥＧに対して与えた任務の１つの重要な部分は，その裸題をもっと詳細に規定す

ることであった｡１１知は1k嬰な要素の総合的リストを規定したが，これはスウェーデン統

計局が当初の提案において予想したよりもはるかに立ち入ったものであった。ｉｉｉ要な要素

の蹟初のリストは,蛾初のＬ暇Ｇ会鍍で作成された‘このリストは，その後，LECがすべて

のＥ［諸国（ルクセンブルクを除く）にノルウェイとアイスランドとを加えて行った調充か

らの燗報によって補足された、調査に関連しては．十ぺてのネットワーク諸国をＬＩｉＧメン

バーが訪問し,Ｌ１：Gが趣図したように品質活動が報告されることを確かなものとした。ＬＩ：Ｇ

の各会合においてもまた，かなりの時IlIlが，各I｣:Giiiil動の品質作業の詳細な提示にあてら

れた．このようにして，１K要左要索とすぐれた実践のリストが，背環諸童において汰鋪に

拡張され，討識された‘

調査と発表によって,多くの国において重要な品質作業が行われている二とが明らかに

なった＿改善をどう行うかの多くの例が，その冊報から入手できる二とは明らかである

LEGは亜要な要楽に1N]する知識を背景蕊文に要約しロファィンデインクの幾つかに壁づい

た勧告を用意したこの勧告と結びついた将来の行動の必典を確鰡することが並要である

したがって、ＬＩｉＧは，実行グループの創設を提案している（付録１１参照)．
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３．品質のフレームワーク

3.1統計の品質の意味

品質は多くの意味を持つ。毎日の話の中で，その同義語は，賛沢から優秀さの評価や価

値に至る幅を持っている。定義することは決して容易ではなく，そのような定装も，新し

い見地が血要になってくると，時とともに変化するように見える。Brackstone（1999）は，

品質概念がある程度まで使われ過ぎており，そのあいまいさの故に批判されてきている，

と指摘している。

ほんの数年前には，統計的脈絡での品質とは，「平均平方誤差」でilll定されてきた統計

的生産物の正確性を通常は意味していた。幾つかの脈絡ではなおこの意味を持っているで

あろう⑳しかし，品質のこの見方はより広い属性の集まり，すなわち，適合性，正砿性，

速報性やアクセス可能性をふくむものへと次第に変化してきた。比較可能性，一貫性や完

全性が，ヨーロッパ統計制度と他の統計制度との脈絡下の討議に従って追加された。

品質のこの拡眼された見方は，品質とは「生産物あるいはサービスの，与えられたニー

ズを満足させる能力として生産物あるいはサービスが持つ特徴および腿性の総体」である

（1986年からのISO84O2Lというより広い概念から生じている。この定鍵は，品質の「サ

ービス的側面｣，例えば，注釈，分析，助けとなる図の程度とタイプ，および国家統計機関

との関係の快適さ，を含むことを示唆している。ここで，焦点は利用者を満足させること

により多く過かれている｡もちろん，異なるユーザーは異なるニーズを持っており，この

ことが品質評価を複雑にする。

もう１つのしばしば引用される品質の概念は「目的への適合」である。これは，生産物

が，特定のニーズにこたえるためには，すべての方向で完全である必要は無いことを意味

する。このことが並要なのは，多くの望ましい属性は，実際においては相互に排他的であ

るからである特に，税収入で支払われるサービスにおいてのように，コストが主に検肘

されているところでそうである．コストと「承諾コスト」（回答者の負担）は，通常は品質

のIUiI性とは考えられないが，広い意味の「総合的」品質（以下を参照）においては考慮に

入れる必要がある。

本音のところは,統計組織における品質の概念は過去10年HIlに変化したということである．

このようにして，正硫性はもはや品質の唯一の尺度ではない｡品質は，利用者の＝－ズを
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反映する幾つかの属性から成り立っている。この背景の下では，品質は，正確性もその１

つである幾つかの次元にそって定義することができる。これらすべての次元が生産物の亜

宜を構成する。一般的には，われわれがここで考慰に入れている生産物は，すべてのタイ

プの統計である。例えば，Eurostatの品質のベクトルは以下の構成要素からなる。

１．統計的概念の適合性

統計生産物は,もしそれが利用者のニーズを満足させるなら適合的である｡このように，

利用者のニーズが出発点で確認されるべきである。

２．推定値の正確性

正確性は推定値と其のパラメータ値の間の差である。正確性の評価は，必ずしも，財政

的および方法鰭的制約によって可能とは限らない。

３．結果の配布における速報性と時間厳守性

これは，結果の有効な利用と関連することは明白なので，多くの利用者にとって重要な

次元である。

４．情報のアクセス可能性と明瞭性

結果は，利用者に適切な形で，容易にアクセス可能で，入手可能であるときに高い価値

を持つ．データの提供者は，また結果を解釈する点で利用者を援助するべきである。

５．比較可能性

時iM1と場所にわたっての信頼できる比較は決定的に重要である。最近では，国を超えた

比較可能性という新しい需要が一般的になってきた。このことは，逆に，文化的差異につ

いて調整する方法を開発するという新しい需要を生み出した。比較可能性は，調整された

統計にとって必要な前提条件であることは明らかである。

６．一貫性（coherence）

単一の出所からとられた統計は，基本的概念をより複雑な仕方で結合できるという意味

で_貸している。異なる出所，特に異なる周期の調査から生み出された統計は，それらが

共通の定義，分類，方法鏡的基準に基づいている限りにおいて一貫している。

７．完全性（Colnpleetness）

統計が入手可能な領域は，利用者が集団として示した＝_ズと優先順序を反映するべき

である。

このＥＳＳの品質のベクトルをより詳細に叙述した文番は，Eurostat(2000a,ｂ)である。

他の組織はいくらか異なる次元の集合を使っている。カナダ統計局は,適合性,正磁性，

速報性，アクセス可能性，翻訳可能性および一貫性，すなわち６つの次元を使っている

（Brackstonel999)。スウェーデン統計局は５つの次元を使っている（RosenandE1vers
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1999)。典型的には，各次元は，さらに幾つかの副次的次元に分割されている。最近，ＩＭＦ

はまたデータの品質評価に対するフレームワークの開発をスタートさせた（Carson2001

参照)。しかしながら，これらの代替的フレームワークは，非常にすぐれた収散がある。

HoltandJones（1998)が論じたように，諸次元が相互に対立しあうことはきわめて明砿で

ある。例えば，速報性は正確性と対立する。正確性の大きさを得るためには時間を要する

からである。したがって，種々の次元は，それらが相互に独立的であるとして扱うことは

できない。

品質ベクトルの１つの重要な目的は，利用者が統計生産物の品質を判断し，比較すること

を容易にするべきことである。この目的を達成するように各次元の状況を叙述することは

難しい。

勧告Ｎ・・１各国家統計機関は，ＥＳＳの品質の次元とＩＨＩ１１次元にしたがって，生産物の品質

について報告するべきである。

3.2優れた生産物の質を達成する方法

生産物の品質の次元は上で論議した。これらの次元は客観的で直接的な仕方では必ずし

も測定可能ではない。ときどき，代理的手段あるいは質的評価が使用される。このように，

われわれが，次元および副次的次元の集合があることを受け止めるなら，われわれが，あ

る要素は数通的であり，他の要素は質的であるベクトルを持つことは避けられない。正確

性は数戯的であるが他の要素は質的である。速報性や時間厳守性は，「３日後」とか「人口

状態に関する推定値は，発表日の８カ月前に述べる」といったように，数量的表現でiHﾘ定

できるが，基本において，この槽成要素はまた性質において質的である。われわれが知る

限り，総合的品質指数を計算する点での成功した試みはない。その代わりに，品質報告番

あるいは品質宣言が，各吹元の情報を提供するものとして使われてきた。例えば，品質報

告番は，利用者の満足度，標本誤董と非標本誤差，主要な生産の日付け，配布の形態，文

書の入手可能性と内容，方法あるいは他の諸条件の変化，予備的結果と最終結果との間，

年次と短期の結果との間，そして年次統計とセンサスの間の違い，に関する情報に基づい

て品質の記述と評価を提供するだろう。そういった記述は，代表的には多様な次元をとり

あげており，成功の度合いも多様である。品質報告は，わからないことよりもわかること

を強調するのが通常である。総合的な品質指数の計算は，品質構成要素が数趾的に測定で

きて，結果の評価にウエイトをつけることができることを前提している。したがって，各

構成要素について，より数堂的な尺度を開発することに努力しなければならない。
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１

Ｕ
標地的品質報告槽に関する作業は，幾多の国で進行中である。いくつかの例として，フ

ランス政府統計に対するビジネス鯛査報告の開発，イギリス国家統計局の指導による

SUPCOuプロジニクトにおける事業統計におけるモデル品質報告の開発,政府統計における

すべての統計が品質宣言を伴うべきだとするスウェーデンの規則，合衆国でのいくつかの

調壷と調査システムのために作られたいわゆる品質プロファイルである。品質プロファイ

ルは，所得･政策参加綱迩（SIPＰ：SurveyoflncomeandProgramParticipaLiom)，年次

住宅調査Ⅲ学校および職員調査といった合衆国の調査について作成されてきたものである。

品質プロファイルの目的は，調査からのデータの品質に閲する知識を要約し，企画と手続

きについての情報を提供することである。これは，品質の諸次元の標準的梨合ではなく，

わかっていることをリストするという簡単なものである。要約の特徴は，利用者にやさし

い（ユーザーフレンドリィ）ことであり，関心を持った銃者が，これがない場合には膨大

な鐡の文献_そのいくつかは入手できない－を調べなければならないことになる点である。

関心ある翫者に対しては参考文献が提供されている（NationalCenterforEducation

Statistics2000andJabinoet.ａ1.1990)。品質プロファイルの問題点は，それが品質に

関する結果から編集されるので｡特に速報的ではありえないことである。上述のように，

そういった調迩後調査は時11iをとる。合衆国の学校狐迩に閲するプロファイルは，1987年

から１９９５年にかけて行われた弧交に関してのものである。このプロファイルはｐ正磁性の

次元を特に強調している。同じ強調が，合衆国のslPPのプロファイルにもみられる。

し

生産物の品質のレベルに閲する知職は，利用者に伝えることと，活動の改善と改善の効

果を測定する二とを優先するための基礎の両方で不可欠である。しかし．上述のように，

品質の次元あるいは櫛成要素をilll定することは,多くの点で非常に難しいものでありうる。

ある榊成要衆（例えば，－災性colwruncu）についていえば，災在，－１~分な尺庇を欠いて

いるし，他の構成要素（例えば，正確性accuracy）について言えば，尺度は存在するが，

縦統的に計算することは難しい｡上述した現在進行中の作業や｢統計における品質の評価」

に関するワーキンググループが遂行した集中的作業にもかかわらず，品質次元に関する測

定能力の現在のレベルは低いと結鎗せざるをえない侭勧告No.ｌは，したがって，それが品

質尺度の一層の発展と迎擁するときにだけ，正当化されるものである。
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勧告No.２ＥＳＳのすべての品質次元と副次元の測定可能性を改善するべきである。

このように，出発点は測定することである。しかし，優れた品質を達成するためには，測

定だけでは十分ではない。われわれは，品質の異なるタイプを区分しなければならない。

「 」は，産出物の品質である。われわれは， 国家統計機

・生産物の関が提供するデータの品質と多様な租類のサービスの品質についてふれている。生産物の

品質は，（数蛍的あるいは質的に，簡単にあるいは難しさを伴って）測定できる構成要素の

ベクトルとみることができる。

この生産物は基礎にある過程によって創り出される。もし基礎の過程が，標地に達して

いないなら，この生産物が優れた品質を持つことはありそうにない。したがって，「プロセ

スの品質一processquality」という概念が登場する。理論では，生産物の優れた品質は，

評価と再作業を通じて獲得される。しかしこれは,費用と時ＩＮＩがかかり，実用的ではない。

これに代わって，生産物の品質はプロセスの品質における改善から生じると考えられてい

る。幾つかの事業プロセスは，統計の生産に関与し，重要なプロセス変数と属性は，一般

的には。生産物の重要な特徴とは違う。プロセスの品質は，例えば，国家統計局のプロセ

スのデザインや以下の点の継続的改善のサイクルの適用によって改善できる：

要求を砿定する

生産のプロセスを企画し，実施する

システムを運用する

結果を配布する

要求を再度確定する

プロセスの品質の狙いは，効率性，有効性，頑健性（ロバストネス)，柔軟性，透明性そし

て統合性を得ることである。多様なプロセスは，生産物品質に影響を及ぼす。例えば，利

用者との接触は，要求を碓定し，再確定する際の重要な点である。人員の確保とスタッフ

の技能の開発のようなプロセスは，システム運用プロセスの一部とみることができる。現

在の最善の方法（CBM:CurrentBestMethods）や最低限基地（minimumstandards）といっ

た概念は，企画段階の一部である。プロセス品質は，重要なプロセス変数（すなわち，生

産物の品質に最大の影響を与える変数）を確定すること，それらの変数を測定すること，

測定に基づくプロセスの調整，そして生産物品質に生じたことを検査すること，によって

改善される。改善が具体化されないなら，他の代替的調整が行われるか，新しい重要変数

が確定され測定される。これは，故EdwardDcmingが継続的改善の精神で主唱したいわゆ

るＰDCA(計画Plan，実行ＤＣ，検査Check，行動Act)サイクルの１例である。国家統計局の
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サイクルは，明らかにPDCＡサイクルの採用であるi、

勧告No.３プロセスの測定は，すべての改轡作業にとって不可欠である。重要なプロセ

ス変数の確定，その測定，そして測定の分析に関するハンドブックが作成されるべきであ

る。

総合的品質管理（TQM:TotalQualityManagoment）の概念は，これらの考えを先に推し

進めている。それはプロセスを強調するが，事業のより広い見地，例えば，顧客中心，リ

ーダーシップ，すべてのスタッフの参加，を取り上げている。TQMと他の品質システムの

目的は，その組織が継続的に品質を改善しながら生産物の生産を可能にすることである。

組織的パフォーマンスの評価が改善のための基礎を提供する品質システムは無数にあ

る。TQMは‘顧客本位，リーダーシップ，すべてのスタッフの参加，プロセス中心，チー

ムワーク,スタッフの開発,そして継続的改善といった多数の中心的価値に基づく管理哲学，

あるいは作業の方法である。異なる組織は，（上に述べたような)異なる中心的価値を強調

する。要点は,組織は，優れた品質を達成するためには，断片化したアプローチを放棄し，

より組織的なアプローチを取り入れるべきということにある。

すべてのＥＳＳのメンバーがＴＱＭを概念として受け入れているわけではない。TQMは，その

具体的実践に対して何のガイドも提供してはいない．しかし，もちろん，優れた品質を提

供するという考えは，継続的改善，測定，実験，そして利用者の関与，のように普遍的に

受け入れられている。すべての国家統計機関は，信頼性をもって利用できる生産物を低費

用で提供しなければならない。したがって，組織は，自己評価をあれこれの方法で行わな

ければならない。１つの方法は，優れたピジネスモデルを使用することである。そういっ

たモデルの例としては，lIalcomBalrigeNational品質賞，スウェーデンの品質賞，ヨー

ロッパのEFQlIがある。これらは，組織が，それらのモデルの基地にしたがって自らを評価

できるように開発されてきた。基準の例としては，リーダーシップ，戦略的計画，顧客や

市場本意，情報と分析，人的資源本位，プロセス管理，そして事業の結果などである。

この評価においては，組織はそれぞれの基準に関する３つの基本的質問に対応しなければ

ならない。すなわち，（１）どのアプローチあるいは方法が実践されているか？(2)このア

プローチは組織全体においてどの程度使われているか？(3)このアプローチはどう評価

されており，継続的に改善されているか？これらは，単純な質問と見えるかもしれない

が，そうではない。代表的シナリオは，すべての組織は，それぞれの基準を使用するいく

つかの活動を持っているが，それは，組織全体を通じて統一的にあるいはほぼ統一的にで
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すら適用されてはおらず，ごく稀にしか評価されていない｡その代わりに,多くの組織は，

改善に関してその場での局所的アプローチを使用している。優れた手続きは，必ずしも組

織全体に移転されない。すぐれた例は自動的に広がりはしない。上述のように，変化のプ

ロセスがあるはずである｡この評価は,その組織の長所と短所を明らかにする助けとなる。

すべての優れたピジネスモデルは，一連の中心価値一TQMのそれと類似の－に基づいてい

る。

ISO認証,バランスのとれた得点カード，ビジネスプロセス再莱新(BPR:BusinessProcess

Reengineering）といった他の評価ツールも利用可能である。これらのツールは，このトピ

ックについての背景章で輪じたように,それぞれ大きく違う点に注意しなければならない。

LEGは多くのモデルを検討して，それらには（BPRを除いて）わずかの差しかないと結論し

た｡優れたピジネスモデルの１つはEFQMであり，ヨーロッパのいくつかの統計機関と多く

の行政機関において使われている。このモデルは，可能にする者(enablers）（その組織が

行うこと）と結果（その組織が達成すること）から成り立っている。可能にする者の基準

は，リーダーシップ，人々，政策と戦略，パートナーシップと資源，およびプロセスであ

る。結果は，人々の結果，顧客の結果，社会の結果，および主要なパフォーマンスの結果

である。このモデルの基本的概念は，他の優れたモデルにおける基本概念と非常に類似し

ている。すなわち，組織は，結果中心，顧客蝶点，リーダーシップと目的の定常性（安定

性)，プロセスと事実による管理，人々の開発と参加，継続的学習，革新と改善，パートナ

ーシップ開発，と公的責任，である。

勧告No.４ＥＳＳのすべての組織は，品質の改善への組織的アプローチを採用すべきであ

る。ＥＳＳのメンバーは，すでに類似のモデルを使用している場合を除いて，改善作業の基

礎として，EFQMの優れたモデル（EFQMexcellencemodel）を使用するべきである。

3.3被調査者と他のデータ提供者との関係

政府統計の生産者はデータの提供者と良好な110係を持たなければ，仕事を進めることはで

きない。政府統計生産におけるデータ提供者には２つの柧類がある。すなわち定期的な回

答者と仲介者である。政府統計へのデータ提供者は，通常，他の大部分の事業における提

供者とは異なる。他の大部分の事業においては，提供者は競争しあい，その努力に対して

補償がある。政府統計ではそうではない。回答者は，投入のためにラインに立っているわ

けでない。それとは違って，政府統計の生産者は，諸手段を使って，供給者を協力させ，

参加を余儀なくさせなければならない｡供給者が不本意であるときには３つの影瀞がある。
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すなわち，無回答，回答の遅れ，測定誤差，がある。

３つすべての影響は，ある程度においてであるが，データ品質に影響を与える。それら

は同じ仕方で扱うことができる。多くの統計機関は，秘匿・性の宣誓を用意すること，デー

タ供給者との関係を規制する統計法を作ること，既存の倫理ガイドライン（例えば，ＩＳＩ

が作り上げたそれ，ISI(1986)とJowellを見よ）を忠実に守ること，によって，信頼関係

を作り上げることの重要性を強調している。不必要な負担を供給者に負わせないことも亟

要である。このことは，センシテイプなトピックを調査するときには限定的であること，

そして質問の数を合理的なレベルにとどめることによって行われる⑥ときとして，仕会の

関心が非常に商<，センシテイプなトピックや数多くの質問を避けることができない場合

がある。これらの場合には，回答を促進するために多様な形のインセンティプを使うこと

ができる。そこで，他の事業に見られる努力への補償に類似した環境をつくりだすのであ

る。また，開発する値が十分ある調査への参加を刺激する他の方法もある（Grovesand

Couperl998を見よ)。

妓近数十年のⅢ１，ほとんどの国家統計機関は，回答者の協力を獲得十る点での問題の拡大

を経験してきた。無回答率は，この問題の状況の最も目に見える指標である。無回答率は

多くの国において，また赫々の生産物において大きく増加している。しかし，この増加は，

単に参加する愈欲の減少の結果ではない。無回答の多くは，人口の流動性の満まりと事業

母集団の急速で複雑な変化によって，少しでも接触をとることが一層困難になってきた結

果である。人々や産業界が２０年前よりも調査に熱心でなくなったといっても，おそらく公

平性を欠くことは無かろう。大部分のデータ供給者にとって，そのとき以来，情報を提供

する圧力は非常に大きくなり，統計はその圧力のうちのごく小さな部分になった。それに

もかかわらず，ある事業者は，義務的でない統計データの収集には関与しないというルー

ルを持っている。明らかに，仕会における統計の役割を強調することによってわれわれの

データ供給者との結びつきを強める必要がある。しかし，われわれはまた，データ収集が

終わった後に,その影響へのフィードバックを受け取ることを明確にしなければならない。

われわれは，負担を減らし，データが前もって提供者に伝えられた仕方で使われることを

保証することによって，提供者に可能な限り安心できるものにすることが正典である。ま

た，負担を減らすために採用できる幾つかの実際的企画手段がある。例としては，効率的

な標本投:+，有効な調査票の設計，冗長なデータ収集の回避，データ提供者の問で回答者

負担の公平な分かち合いである。また，可能なら，供給者の選好に合った収典の様式を提

供することも重要である。しかし，信頼を獲得するためには，われわれは，供給者が政府

統計の生産において自らの役割をどう見ているかについてより良く知ることが必要である。

４１



勧告No.５国家統計機関はデータ供給者との関係の改善に努力するべきであり，データ

供給者が自らの課題をどう感じているかについての調査を行うべきである。回答者負担の

減少をもたらし，社会における統計の役割についての供給者の自覚を高める問題が特に強

調されるべきである。

４．品質と利用者

政府統計における品質管理の要になる原理の１つは，利用者本位（Brackstonel993）であ

る。しかし利用者のタイプは多様であり,利用者と生産者の間の関係は非常に複雑である。

これは特に政府統計について言える。したがって，利用者本位は，より大きな注意を必要

とするし，来るべき年において確かに関心分野の１つとなろう。

利用者のタイプが多様である１つの重要な理由は，（国家統計機関の主要な生産物として

の）統計摘報は，公共財（民主的社会にとっての情報インフラストラクチュア）として，

そして私的財(個々の顧客から要求される特別あつらえの分析)として提供されなければな

らいという事実による。異なり，矛盾する要求をもった異なるタイプの利用者は，この区

別に対応している（Linacre2001)。この点で，統計生産物は市場の他の多くの生産物とは

違う。

利用者の多様で，部分的には矛盾するニーズに加えて，個別の利用者と生産者との関係は

複雑である。利用者と生産者の間の深い対話は，最適の解決を達成するために行われるべ

きである。この利用者と生産者の対話においては，生産者と利用者は，生産物の特徴とプ

ロセスとともに統計調査を含む統計制度を交渉し規定する｡生産者と利用者の対話はまた，

統計数字も解釈をも取り上げるべきである。本来的な困難にもかかわらず，計画プロセス

への利用者の直接的あるいは間接的統合を強めることは，品質の向上にとって絶対に必要

である。利用者が調査の企画や開発においてもっと重要な役割を果たすことができるよう

な，効果的な利用者と生産者の対話を確立するためには多様な手段を使うことができる。

それらの手段には次のものがある。

●統計審議会，すなわち，統計機関外の専門家が，統計計画の一般的発展を議論する機

関である。

●利用者一生産者グループ（例えば，特定の統計分野の諸問題を扱う統計審議会の下部

の委員会）

●利用者の大き雄グループのニーズを探求する顧客調在

●統計の生産者と重要な中心的利用者との間での協定の定式化（例えば，英国の国家統

計局のサービス・レベル協定（ServiceLevelAgreement）
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●統計の多様な利用に閲する社会科学での研究

●社会科学や経済学，市場調査におけるパートナーとの協力

●統計数字の品質特性と可能な利用についての利用者の自覚を高める計画

ESSでは，統計審議会とその下部委員会は，統計の検討と改善の過程に利用者を統合する

ことを追求している現在では最も重要な機関である。統計審議会は，Eurostatとともに，

ほぼすべてのヨーロッパの国家統計機関に存在する、それらには，数１０年間にわたって存

在しているものも多い。

典型的には，２つのタイプの審議会を区別することができる。すなわち，「独立した専

門家」タイプと「利害関係者」タイプである。この審鍍会が想定する機能は多様である。

もちろん，一般的な課題は統計政策を検討することである。しかし，審議会はこの課題以

外，すなわち，優先度の般定をふくめて，生産物の品質を監査することと品質要件を作り

出すことについて責任を持つことができるのである。

顧客満足度調査は，利用者のニーズを探り当てる重要な道具であり，利用者のフィードバ

ックは潜在的には，政府統計の計画過程に統合することができよう。ヨーロッパにおける

現在の状況を簡単に見ると，体系的かつ定期的に顧客満足度調査を利用している国家統計

機関は非常に少ない｡大部分の国家統計機関は顧客満足度調査を時に応じて使っているが，

その多くは将来，大規模に導入する希望を示している。これらの調査の方法瞼は，なおま

だ初期的なものであり，枠組み，満足という概念，規模，無回答に関してきびしい方法職

的問題がある。

この脈絡で注目に値する他の道具は，イギリスの国家統計局が使っている，いわゆるサー

ビスレベル協定である。国家統計局は，顧客一供給者関係における役割と責任を記述する

ために，一連の「協約」と「サービスレベルの協定」を開始した。協約は幾多のサーピス

レベルの協定がとりあげている統計的サービスや生産物に関する包括的協定として作用す

る。そういった協約は，例えば国家統計局と財務省との間に，存在する。

１つの例として，国家統計局とイングランド銀行のIIBのサービスレベル協定は，国家統

計局からイングランド銀行とイギリス通貨政策委員会に対する情報の供給に関するサービ

ス,パフォーマンス基準や調整を記述している。この協定は法的に縛られた契約ではない。

それは，国家統計局が提供するサービスと達成されるべき特定のパフォーマンスのレベル

に関する明白な理解を示すことを追求することにある．この協定は公に入手可能であり，

カバレッジ。利害関係者，接触点，協雛，検討，および国家統計局が提供するサービス，

イングランド銀行の義務，目標と指標，費用，署名に閲する事項をふくんでいる。この脇
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定は自動的に品質チェックリストとして役立つ。

利用者一生産者の対話において繰り返される問題は，政府統計の生産と調査データに関

連する品質問題についての利用者の中での十分な理解の一般的欠如である。多くの誤差の

源泉とその影響を利用者が十分には理解していない。ＥＳＳのメンバーは，品質特性とＥＳＳ

で生産される統計の長所と短所についての自覚を高めるべきである。

勧告No.６ＥＳＳのメンバーは，その主要な調査についてサーピスレベルでの協定を発展

させるべきである。

勧告No.７顧客満足度調査の企画，実施，分析に関する開発プロジェクトが開始される

べきである。

勧告No.８ESSの各メンバーは，企画過程へのいかなる利用者であれ，その関与の記述を

ふくめて，利用者一生産者の対話の現状に関する報告を用意するべきである。品質問題に

ついての利用者の自覚を促進する優れた実践を収集し，ESSのメンバーが利用できるよう

にするべきである。

５．ＥＳＳの長所と短所

ＬＥＧはＥＳＳの長所と短所の棚卸しを行った。その目的は，改善の必要のあるすべての分

野に対して，助言することであった。結論に改善の必要のある領域として幾つかの長所を

ふくめるのは，妙なことと見えるかもしれない。しかし，ときとして，制度の長所をさら

に発展させることが決定的であり，それがここでいえるのである。すべての認定された長

所と短所が同じウエイトを持っているわけではない。最も重要な点が最初に扱われ，この

脈絡でパレートの原理が適用される。

LECはESSの長所と短所を扱う背景論文に包括的なリストを用意した。LEGは,最も重要だ

と考え，少なくともかなりの規模で，ＥＳＳの統制の下にあった幾つかの領域を選んだ。そ

れらは，

・ＥＳＳは協力の文化とを他人から学ぶ意欲を激励する。

・体系的品質作業は，Eurostatと国家統計機関においてはじまった．

・制度には全体的で一貫した長期の優先度の集まりは無かった。
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・ヨーロッパのレベルでのワーキングパーティとタスクブォースの有効性とiImI雛

も改善されなければならない。

・Eurostatと国家統計機関の調整には欠陥がある。

・国家レベルでのデータ生産のための予定表はときとして非現実的である。

・国家統計機１１０とEurostatおよび国家統計機関の間の職員の交換に閲しては困難

がある。

LEGが遂行した作業は，一層の深い分析ははっきりした結蛤に到述して，将来の活動計画

のための基礎とすることが必要であることを示唆する。

勧告No.９段も正要なESSの長所と短所の一層深い分析が行われるぺきである。行動計

画は，この分析の発見に基づいて展開されるべきである。

６．現在股善の方法（CDMs:CurrentBestMethods）と他の標地化の道具

般初のLEGの提案は,ＥＳＳでの大規模なCBllsの1111発に関する実銭を勧告する特定の指令を

ふくんでいた。その基本的な考え方は，今もそうであるが，CBMは多くのプロセスのパフ

ォーマンスと結びついて不必要な変異を減らす助けとなる，というものであった。

アプローチの多菰性は，生産物の特性の多菰性，あるいは他よりもよりini価な幾つかの多

菰性をもたらす。標fMl化の拡大は多くの長所を持つ。それは，文盤化，新しい被用者の就

任，スタッフの内部的ローテーション，プロセス変化の導入，同じ過程を分かち合ってい

る者が側発した新しい解決箙の採用，を促進する録この明確な効果は，品質保証における

布効性の獲得である。

般初の提案は，LECはCBlllWl発にとってどのプロセスが適切な目標であり，そういった０１１

発作業はどう組織されるぺきかを単純に叙述していた。この提案はまた，ＥＳＳにおける調

査作業の最低限の標地の必要性を強調していた。

ESSにおける統計的生産物とプロセスの品質に大きな差異があることを鰯める一方で,ＬＥＣ

は速やかに，この提案における諸問題への取り組みはいくつかの難しさを持つことを認職

した。LECは現在では，ＥＳＳレベルでCBMSを栂築し維持することは,ひとつには「最善：

bcsUがあまりに制約的であることの理由で，実行不可能であることに同意した。最低限

基地（LlinimumStandards）も類似の困難を抱えており,非生産的な臓争を生み出す見込み

があった｡これらに代えて,LECは,他の２つの概念,品質ガイドライン(QualityGuidcline）

と推ＩＭＩされる実践（RccommondodPracticcs）を瞼じることを決定した。これらの概念は，
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ESSレベルではより実行可能であると思えた。品質ガイドラインは，奥行について考える

ことからなり，推ＩＭＩされる実践はそれを行う方法を述べている。CBMSと般低限基準は，な

おそれなりの迩要性を持つが，より地域的な国家統計機関レベルにおいてである。

これらの概念の定義は以下のとおりである。

E2Lはニデイティングや無回答の削減といった特定のプロセスに対して適用される最善の

方法の叙述である鳧管理的プロセスについてもあてはまる．

最小限概勉は，生産過程のある部分を実行しているときに出会う絶対的に必要な基準をさ

す。それらは，生産物の特徴ではなくデザインの要舗の点から定縫される。最低限基地の

例としては，周知の選択砿率や．面接者の仕事の平均負担量についての下限と上限などが

ある。

品質ガイドラインは,統計の生産について一般的に受け入れられている原理を示している。

それらはまた，生産物の品質に対する影響について何が重要であり，またそれほどは愈要

でないかを検樹する案内を与える。しかしiii､盃の管理者や彼/彼女のチームは，最終的迦

択を行うにあたって自由である。

樵IMIされた実践は,計画チームが選ぶことのできる優れた方法の梨合である｡あきらかに，

CBMの諸方法は，推IMIされた実践の部分集合である。

これらの概念は，統計を生産する最善の方法についての案内を用意する。経験はわれわ

れに，この稲の文瞥が非常に必要なことを語っている。過去には，この必要は,さまざま

な仕方で明示された。例えば，国連やFAOのような組織は，デザインの見地からハンドブ

ックを作成した。他の例としては，国の間での技術移転一すなわち’１国が他国を,その

生産と方法的技能の改善について援助する－必要である｡第３の例は'国のIlUでの比較が，

合理的な品質をもって行われるように，国際的澗査のために開発されてきた最低限基準で

ある。同意された般低限選地の災合は，サービスのレベルの協定に類似した形をとる。

勧告No.１０国家統計機関は,その最も普通の過程のためにCBMSを発展させるべきである。

CBMSの榊築，配布，実施および改定にわたるＣＢＭＳのDII発のためのハンドブックが用意さ

れるぺきである。ＥＳＳ内ですでに存在する適切なCBMSを収集し，配布するぺきである。

勧告No.11統計生産のために勧告された一巡の英践は発展させられるべきである。この
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作業は，少数の領域について勧告された実践について，その実行可能性をESS内でテスト

することからはじめるべきである。

７．情報の配布

ESS内での品質改善の決定的要索は，より良い情報の流通である。情報は，管理されるこ

とが必要であることは明らかである。ＬＥＧは異なるレベルで使われた一連の優れた実践を

編集した。この異なるレベルとしては，国家統計機関（広い意味での）の内部と国家統計

機関のＩＭＬ国家統計機関とEurosLat，国家統計機関と国迎，OECD,ILO,IMFやFAOのような

国際機関のIMLEurostatと同じ国際磯関の間，一方での（Eurostatをふくむ）国家統計機

関と他方でのデータ提供者，利用者‘アカデミーの機関と統計企業との間，がある。

特にＥＳＳのニーズの見地からみて異なるタイプの燗報についての要約が行われた。それは

情報の流通に関するわれわれの背策論文にある。

現在のEurostatのデータベースは，すべてのＥｕｒｏｓｔａｔワーキングパーティ，タスクフオ

ース，そのメンバー，任務規定，開始日，議題と議事録，およびおそらくその他の文書に

関する情報で細かくされるべきである。

LECは，ヨーロッパにはアメリカ統計学会によって組織されると類似の統計学会はないこ

とを見出した。ＥＳＳが組織する会合とＥＳＳのために作業する組織は特別のものである傾向

がある。ＥＳＳにとって適切なすべての統計分野からの人々を惹きつけることのできるもっ

と定期的なフォーラムが必要である。この会議との関連では，短期の課程が提供されるべ

きである。この活動は，おそらくDGINSのような既存のヨーロッパ会議と辿携することが

できよう。

勧告NC」２ＥＳＳのメンバーは,LECが編集した現在の優れた情報管理と配布の実践のリス

トを利用し，内部的利用のための行動を考えるべきである。

勧告No.１３現在のESSの情報システムの＝－ズが検討され,これに応じてEurostatの現

在のデータベースは拡大されるべきである。この悩報システムの将来の管理に関するガイ

ドラインが側発されるべきである。

勧告No.ｌ４ＥＳＳにとって適切なあらゆる方法論と鈷質凹辿のトピックスをとりあげる２

年毎の会離が組織されるべきである。
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８．評価道具

LECは，国家統計機関に対して，組織のパフォーマンスを評価するｌ方法としてEFQMモデ

ルを使うことを勧告する。EFQMは，品質賞の経験豊かな試験員からの助けが評価の品質を

商めるにしても，基本的には自己評価の手段である。自己評価のもう１つのタイプは，簡

単な品質チェックリストを使用することである。これは．例えば，オランダ統計局．イギ

リス国家統計局，ニュージーランド統計局が使ってきたアプローチである。そういったチ

ェックリストは，典型的には統計的プロセスと生産物により多く向けられている．実際の

プロセスと生産物についての作業は，品質問題についての自覚を商め，改善の必要のある

領域を明らかにする。そういったチェックリストの一部となる項目の例としては．（ニュー

ジーランド統計局の例でいくと）

－この調査は，主要な利用者と新しく現れる利害関係者から良く理解されている。

一文轡は完全でアクセス可能である。

－データの定義は一貫している。

－標本は定期的に再設計されている。

－季節調整分析が行われている。

－発表日は前もって宣伝されている。

－要求に応える時間の標幽を満たしている。

－発表にあたって，秘匿性の検査を行っている。

－品質指標が定期的に測定され，監視されている．

－統計法からの要舗を満たしている。

この弧のチェックリストは,何時,どのようにしてその他のキーワードをふくむフオローア

ップの質問を導入することによって発展させうる.そういったブオローアップの問題は．

現在の状況についての余りに明るい描写を提供することをほとんど不可能にする。典型的

には，上に述べた稲類のチェックリストは，特定の生産物あるいは調査に適しており；一

方でＥＦＱＭあるいは他のモデルは，組lmiの全体あるいは一部を評価するのに適している。

自己評価が第１のステップである。第２のステップは，国家統計機関の他の部分からで

あれ，外部の専門家であれ，外部からの人を評価者に入れることである。内部監査は．外

部監査とともにより頻繁に行われるようになっている。オランダ統計局は，その統計生産

過程とその結果の品質を体系的な仕方で評価するため監査システムを使用している。これ

らの監査の標準は，予偏的品質ガイドラインである。機関の各調査が，５年ごとに，ほぼ

40人の特に訓練された監査員のプールから過ばれた特別監盃チームによって監査を受け

る。この監査に基づいて調査は，改警計画を局艮に示さなければならない。監査が，他の

機関にもおそらくかなりなじみの一般的な短所を暴醜することは聴くべきことではない。
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例えば，機関の1111の協力や＝ミニニケーションの不十分，方法鯖的技能の不十分，課題と

責任の不明碗性，生産物の全体的品質についての疑ＩＭＩといった問題がある。

外部からの検討は例えば,オランダ統計局やスイス統計局で行われた。典型的には,そうい

った検討はわずかの日数に集中して行わざるをえない。それにもかかわらず，外部チーム

は最も問題のある領域を速やかに明らかにし，すぐに示唆を提案することができる。３日

111】から1週ＩＭＩが検討期111】として適切でありうる。

評価過程にスタッフが関わることもⅢ要であるｎ継続的にスタッフを調査することは，

その組織の「風土」における変化を評価するために用いることができる。それらは,共同の

計画と他のイニシャティブがどれだけうまく機能しているかに光を当てることができる。

さらに，スタッフからのアイデアは調迩票や他の指標を通じて探ることができる。、IF理が

そういった行動を行い，スタッフのいかなる意見にも対応することが重要である。

勧告No.１５ＥＳＳ内の､M巍駿摺者が使うことのできるiii易の調在自己評価用の一般的チェ

ックリストが０N発されるべきである。

勧告No.１６内部的,外部的,一時的,継統的ローリング方式の，速やかで，（EFQM評価のよ

うな）より全面的な,といったような異なるレベルと災なる目的での監査の方法が検討さ

れ，ＥＳＳに対する勧告が用意されるべきである。

勧告Ｎｑｌ７ＥＳＳのメンバーはスタッフの意見を研究すべきである。これを行う１つの方

法はスタッフ意見閥査を行うことである。

９．ドキュメンテーション（文書化）

文書化には２つの主要な目的がある.すなわち，（i)品質を保証し，改善するため，と(ii）

データの理解と利用をより溶易にするため，である公

文書化がＥＳＳによって行われるすべての活動にIlUわることは注意するに値する。ＥＳＳの活

動の中でも，われわれは統計情報の生薙過程と，そういった活動を支える他の過程（例え

ば，行政的手続き）とを区別する。統計的活動に関して言えば,生産過程とデータの両方

に関する十分な文番化をすることが重要である縊生液過程を文盤にすることは，企画の局

面からデータの配布の局而まで行われる活動のすべての段階を文番にすることである。
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生産者は，１つの過程が代替スタッフによって再生産できるように，詳細な文盤化を必要

とする．利用者は一般に，統計生産物の燗報内容に特に関心を持つ。様々の柧類の利用者

そして，生産者すらおり！異なるレベルの情報を滴足させるためには，膨大な文盤が必要

とされる。現実の文瞥化は，生産過程と慨報内容，品便尺度および生産物そのものに側す

る指標にUUするメタデータと，生産機関の戦略，政策および利用者との関係についてのデ

ータからなる。

ほとんどの国家統計機IlUは，文書化のための時IlHを見出すことと，文番作成に凹辿する'111

用を調達するという問題を抱えている。したがって，すでに作成された情報の再利用のた

め，そういった活動に際して人々を支援するため，そしてまた，文番化の活動を標地化す

ることを助けることを可能にする情報システムといった文番化活動を促進する手段を見出

す必要がある｡そういった道具は,また長期的には文轡化の過程をより安価にするだろう。

われわれは，失敗の経験を文書化することに何らかの抵抗があるとしても，同じ観りが繰

り返されないようにするために，失敗を記録することが、要である点に注意を払うぺきで

ある。

勧告No.１８ＥＳＳのメンバーは，報告書の中で，その文瞥化の状況を分析すべきである。

この報告盤は，UMWiiな優先皮と，活動の日程を付した改響活動計画をふくむべきである。

勧告No.１９ＥＳＳの各メンバーは，その使命，配布政策，および品質政策を肥述した，公

衆が入手可能な文瞥を作成するべきである。

10．品質笹理システムの実行

すべての国家統計機関とEurostatとは品質問題に関して体系的な仕方で取り組む必要が

ある。ＬＥＧはこの努力の際に使うことのできる幾つかの方法と戦略を指摘した。これらの

方法や戦略は，ＥＳＳ全体に均一的にあてはまるものではない。法律的枠組み，資金鯛逮，

方法のllUわる資源そして文化の違いの点での前提が，均一なアプローチを不可能にする。

しかし，それらの相遮にもかかわらず，すべてのＥＳＳメンバーにあてはまるいくつかの那

実がある。それらは，

1．顧客あるいは利用者の存在。利用者が統計の計画と生産に１１０与十ぺきことば当然のこ

とである。利用者の関与は自動的に，生産されつつあるものの適合性の増大をもたら

す。LECは．利用者一生産者の関係を改善する賎つかの方法を指摘した。
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２．生産物の背後にはプロセスがある。プロセスを能率化することと標準化することが，

生産物の品質の向上をもたらす。LECは，これらを達成するためのＣＢＭＳ，測定，文書

化，実験といった方法を指摘した。

３．品質作業は。組織のすべてのレベルに関述する．トップマネジメントからそれ以下の

すべての者が関わるべきである。

４ＥＳＳにとって継続的な改善は死活の問題である。もし，広い意味での品質が達成され

なければ，他の者が引き継ぐか，統計は，意思決定を支援する手段としての役割を失

うであろう。

研究の示すところでは，組織によって多くの異なった装いをもちうる品質管理システム

は，長期にわたる取り組みである。背景LEC論文に提供されている国家統計機関での活動

や諸例についての現状報告は，ほとんどの国家統計機関はすでに，多かれ少なかれ発展し

た品質保証システムを実施していることを示している。欠けているのは，体系的アプロー

チである。また，優れた実践への道の障害になっているのは，スタッフの抵抗，トップマ

ネジメントあるいはミドルマネジメント側での非協力あるいは保留（おそらくトップある

いはミドルマネジメントはすべての品質作業を委任してしまって),変化にあてる資源の不

足，組織内での不十分なコミュニケーション，そして組織の到達点と目標の明確性の欠如

といったことである。

品質管理システムを構築し実施するための重要なステップは以下のとおりである。

1．リーダーシップがこの組織の目的を規定する⑤目的は，ビジョン，任務声明，そして

幾つかの中核になる価値によって支えられるべきである．

２．スタッフは動機を持ち，主な品質思想に専念するべきである。スタッフが品質の向上

に活発に貢献することを可能にするインフラストラクチュアが構築されるぺきであ

る。

３．この実施は１つの投資とみなされるべきである．投資は見合うものと考えられるが初

期的には費用がかかる｡組織は,そういった初期の犠牲を払う意思を持つぺきである。

４．品質作業のための組織を持つべきである。

５．組織内で，品質の状況に関する最初の評価をする必要がある。ＬＥＣはそういった評価

のためのいくつかの道具を記述した。この評価は，出発点（ベンチマーク）を確立す

るため，そして改善が最も早急に必要な分野を確定するために必要である。

６．この組織の主なプロセスが確定され，改善の諸手段に委ねられるべきである。

７．すべてのスタッフが品質問題において訓練を受けるべきである感幾人かのスタッフは，

品質の推進者として仕えることができるように特殊なiUIl線を受けるべきである。

８．品質努力の効果は監視され，評価されるべきである。結果として，上述の１～７の変
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化が必要となろう。

勧告No.２０すべてのスタッフが，異なるスタッフ向けの異なる稲類のH111純によって，品

質作業の訓練を受けるぺきである。ＥＳＳの各メンバーが，自らのプログラムを発展させる

べきである。ヨーロッパレベルで訓練が進められるぺきである。

勧告No.２１政府統計における２年毎の品質賞を制定すべきである。この賞は，革新的ア

イデアについてⅡ１－の改善プロジェクト，優れた行為をしているＥＳＳの組織，あるいは統

計調査チーム，に対して与えられるべきである。

11．実行

LECはいくつかの勧告を用意した。この勧告には２つのタイプがある。勧告の１つの梨

まりは，ここのＥＳＳメンバーに向けられている。他の集まりは，ある稲の開発作業あるい

は共通の行動が必要だとする勧告からなっている。情報を収集し，勧告活動を調整すると

いう課題を持つ実施グループが必要である。ＬＥＧは，この実施グループの委託条項の案を

作成し，付録２に示した。実施グループは，ＳＰＣに対する品質諮問グループとみることが

でき，Eurostatが座長を務めるべきである。実施グループは，必要な場合には，「統計に

おける品質の評価｣についてのワーキンググループと協力するべきである｡実行の成功は，

ESSメンバーからの活動的な参加に依存することが強調されるべきである。勧告の第１の

タイプに関しては，実行グループは，単に行われた活動の悩報を単に収染することになる

が，第２のタイプについては，実行グループは，勧告された作業を指導し，綱趣する．

勧告No.２２ＳＰＣが承認した勧告によって行われた活動を調整するＬＥＧ実施グループを

股極する必要がある。
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付録１

ヨーロッパ統計システムの品質宣言

ヨーロッパ統計システムの使命

われわれは，ヨーロッパと各国そして地域レベルでの経済と社会についての質の高い情報を

ヨーロッパ連合と世界に提供し，意思決定目的，研究そして討離のために，誰でもがその情報

を入手できるようにする。

ヨーロッパ統計システムのビジョン

ESSは統計情報サービスにおける世界のリーダーであり､ヨーロッパ迎合とその加盟国への最

も、要な情報提供者であろうとする。科学的原理と方法に韮づいて，ＥＳＳは社会における民主

主獲的過程と進歩にとって不可欠な基礎をなす調和したヨーロッパ統計のプログラムを提供

し，継統的に改善する。

この使命とビジョンを現実のものとするために，ヨーロッパ統計システム加盟者は，以下の原

理にしたがって，共同の協力に努める。

・利用者魚点

われわれは．われわれの利用者にそのニーズに対応する生産物とサービスを提供する。外部

と内部の利用者の明確ではなかったり，明確なニーズ，需要，そして期待が，ESS,その加盟国，

その従業者と作業の案内になる。

・継銃的な改善

利用者のニーズと需要はわれわれが活動する環境が変化するとともに変化する。グローバリ

ゼーションと方法と技術における前進は，新しい可能性にとって役に立つ。われわれが新しい

可能性を活用し‘われわれの利用者の需要によりよく対応するために，われわれの作業方法を

改善するように活発に努力することが絶対的に必要である。

・生産物の品質への対応

われわれは，客観性と秘匿性に対応する科学的方法に従って，品質の商い統3HW報を生産す

る。われわれは，利用者が生産物の品質を評価できるように，各生産物の主要な品質特性に関

する情報を生産する。

･１１W細のアクセス可能性

われわれは，利用者にやさしくアクセス可能な形で，統計的結果を提供する。新しいメディ
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アの利用は，情報への簡単なアクセスを確かにする。可能な限り，われわれは生産された統計

の強さと限界に関する利用者の意識を高める。データ利用の方法を諮問することは，配布全体

の一部である。

・ヨーロッパ統計システムの内部を超えての協力関係

ＥＳＳの現在と将来のメンバーとともに他の組織との間の協力が奨励されることになろう。一

緒に作業することによってだけ，われわれは他から学び，われわれのシステムを次第に発展さ

せることができる。スタッフ，われわれの利用者，供給者，パートナーおよび他の関係者は，

われわれがわれわれの目的をしのぐために，協力しなければならない。

・データ供給者のニーズの配慮

統計に対するデータの供給者一回答者一は特に亜要なグループであり，互いに称えあう協力

関係がうちたてられるべきである。統計の生産者は，回答者の負担を，客観的および感知され

る負担の両方で，最小限にするために努力すぺきである。

・リーダーシップへの対応

ＥＳＳの諸組織の指導者は，品質の文化を創り出し，維持するために，人的な，活発な，目に

見えるリーダーシップを発揮する。より明確な全体的指導，改善活動の優先，ニンパワーメン

卜とイノベーションを刺激することによって，指導者は，スタッフが仕事を成功させ，改善の

ために継続的に努力することを可能にする。

・体系的な品質管理

われわれは，必要とされる改善を継続的に確認し実施するために，すべての関連する領域の

強さと弱さを体系的，組織的に確認する。長期の戦略的案内は，ＥＳＳの発展にとって不可欠で

ある。すべての状況下での長期の影響を，より明白な短期の影響とともに考慮すべきである。

・効果的で効率的な過程

ＥＳＳの活動は，利用者に対する価値をつくりだす過程として見られるべきである。われわれ

は，可能な限りわずかな資源によって生産物を作り出し，プロセスと生産物の誤りを防ぐよう

効率的に作業すぺきである。この過程とその品質は，継続的に検討され，改善されるぺきであ

る。

・スタッフの満足とスタッフの開発

有能なスタッフを恋きつけ維持するためには，スタッフのニーズを満足させることが不可欠

である。ＥＳＳのメンバーは，その従業者を要になる資源として扱うべきである。
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付録２

LEG品質実行グループに対する委託条項

１．序

品質に関するリーダシップグループ（LEG：TheLeadershipGrouponquality）は，最終報告

書を作成した。この報告書の中核は，約２０ほどの勧告であり，個々のESSメンバーと，ESS全

体にとって意味のあるはずの一層の研究に向けられている。ＬＥＧの品質実践グループは，この

勧告の実施をしっかりとフォローし特に，研究を必要とする勧告に集中するであろう。

２．ＬＥＧ品質実施グループ(LEGQualitylmplementaLionGroup)の特徴

a）ＬＥＧの作業の継続性を保証するために,実施グループのメンバーは，主としてＬＥＧメンバー

から構成されるべきである。LEGネットワーク・グループとおそらくはESSのこの観点を

持つ地域的統計局から数人の新メンバーが参加することがありうる。実施グループの全

体的大きさは，１０名を超えるべきでない。

b）このグループは.LEGが提起した勧告の実施においての前進について年に１回SPCに報告す

る。

c）このグループは２年間存続する。ＳＰＣはその使命を延期させることができる。

｡）このグループは，バーチャルな会合を通じて作業することを試みる。

e）英語を，このグループの作業用語とする。

f）このグループは，２００１年の会合においてＳＰＣが最終的に同意したＬＥＧのすぺての勧告の実

行をしっかりとフォローする。この際，特に提案された研究作業をフォローする。この仕

事は特に孜をふくむ。

-予定表をふくめて，すぺての研究の全体的な実行プランの開発。この行動プランは，す

べての研究を同時に遂行するだけの十分な資源がない場合の優先度をつけたものである

べきである。

－予定表と費用の推定値をふくめて，個別の研究のための作業記述の用意。

－研究結果のフオローアップ。

－ＳＰＣへの年次報告の容易。

－ＳＰＣへの年次報告のために必要な情報の収集。

－ＬＥＧの作業結果の普及を支援すること。

g）国家統計機関は，ヨーロッパ委員会(Eurostat)からの財政的支援で可能な限りの研究作業

を行う。ヨーロッパ委員会の各予算年吹の財政的機会が研究の程度と数を限る。
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付録３

LEGの品質勧告のリスト

勧告No.１各国家統計機関は，ＥＳＳの品質の次元と副次元にしたがって，生産物の品質につ

いて報告するべきである。

勧告No.２ＥＳＳのすぺての品衝次元と副次元の測定可能性を改善するべきである。

勧告No.３プロセスの測定はすべての改善作業にとって不可欠である｡並要なプロセス変数

の碗定，その測定，そして測定の分析に関するハンドブックが作成されるべきである。

勧告No.４ＥＳＳのすぺての組織は，品質の改善への組織的アプローチを採用すぺきである。

ESSのメンバーは,すでに類似のモデルを使用している場合を除いて,改善作業の基礎として，

EFQMの優れたモデル（EFQMexcellencemodel）を使用するべきである。

勧告No.５国家統計機関はデータ供給者との関係の改善に努力するべきであり,データ供給

者が自らの課題をどう感じているかについての調査を行うべきである。回答者負担の減少をも

たらし，社会における統叶の役割についての供給者の自覚を高めることに関わる問題が特に強

IMIされるべきである。

勧告No.６ＥＳＳのメンバーは，その主要な調査についてサーピスレペルでの協定を発展させ

るぺきである。

勧告No.７顧客満足度調査の企画，実施，分析に関するU１１発プロジェクトがIjIl始されるべき

である。

勧告No.８ＥＳＳの各メンバーは，企画過程へのいかなる利用者であれ，その関与の記述をふ

くめて，利用者一生産者の対話の現状に関する報告を用意するぺきである。品質間脳について

の利用者の自覚を促進する優れた実践を収集し，ＥＳＳのメンバーが利用できるようにするべき

である。

勧告No.９股も肛要なESSの長所と短所の一層深い分析が行われるべきである｡行動計画は，

この分析の発見に基づいて腰011されるべきである。

勧告No.１０国家統計機関は，その最も普通の過程のためにＣＢＭＳを発展させるぺきである。
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CUHsの栴築，配布，実施および改定にわたるＣＢＭＳのU11発のためのハンドブックが用意される

べきである。ＥＳＳ内ですでに存在する適切なＣＢＭＳを収架し，配布するぺきである。

勧告No.１１統計生産のために勧告された一連の実践は発展させられるべきである。この作業

は，少数の領域について勧告された実践について，その実行可能性をESS内でテストすること

からはじめるぺきである。

勧告NO12ESSのメンバーは,lEGが編典した現在の優れた情報笹理と配布の実践のリストを

利用し，内部的利用のための行励を考えるべきである。

勧告No.１３現在のESSの情報システムのニーズが検討され,これに応じてEurostatの現在の

データベースは拡大されるべきである。この情報システムの将来のjM6理に関するガイドライン

が開発されるぺきである。

勧告No.１４ＥＳＳにとって適切なあらゆるトピックスをとりあげる２年毎の会殿が組織される

ぺきである。

勧告No.１５ＥＳＳ内の調査監督者が使うことのできる簡易の測査自己評価用の発生蛤的チェッ

クリストが開発されるぺきである。

勧告No.１６異なるレベルと異なる目的での。内部的,外部的，一時的，継続的ローリング方式

の，速やかで，（EFQM評価のような）より全面的な,といったような監査の方法が検討され，勧

告が用意されるべきである。

勧告No.１７ＥＳＳのメンバーはスタッフの意見を研究すぺきである。これを行う１つの方法は

スタッフ意見調査を行うことである。

勧告No.ｌ８ＥＳＳのメンバーは，報告轡の中で，その文碍化の状況を分析すぺきである。この

報告書は，明砿な優先度と，活励の日程を付した改善活動計画をふくむぺきである。

勧告No.１９ＥＳＳの各メンバーは，その使命，配布政策，および品質政簸を記述した，公衆が

入手可能な文書を作成するぺきである。

勧告No.２０すべてのスタッフが，異なるスタッフ向けの異なる籾顛の訓練によって，品質作

業の訓練を受けるぺきである。ＥＳＳの各メンバーが，自らのプログラムを発展させるぺきであ
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る。ヨーロッパレベルで訓練が進められるぺきである。

勧告No.２１政府統計における２年毎の品質賞を制定すべきである。この賞は，革新的アイデ

アについて111-の改審プロジェクト，優れた行為をしているＥＳＳのNUI蝋，あるいは統計調査チ

ーム，に対して与えられるぺきである。

勧告No.２２sIDCが承認した勧告によって行われた活動を鋼雛するＬＥＧ災施グループを股凪す

る必典がある。
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